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第１回放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会 

議事次第 

 

日時:平成26年７月１日（火）10:00～12:00 

場所:経済産業省別館 1115号会議室（11階） 

 

 

１．開 会 

 

２．議 事 

（１）座長の選任 

（２）主な論点・今後の進め方について 

（３）現行の地方自治体等における従来の放課後児童クラブの指導員等を対象と

した研修の実施状況について 

（４）その他 
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○竹中育成環境課長補佐 皆様、おはようございます。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第１回放課後児童クラブの質の向上

のための研修企画検討会」を開催させていただきたいと思います。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 それでは、会議に先立ちまして御挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日、石井雇用均等・児童家庭局長が他用務により欠席のため、為石育成環境課長より

御挨拶を申し上げます。 

○為石育成環境課長 おはようございます。 

 本日は、お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日ご

ろから、放課後児童クラブを初めとする児童の健全育成に御協力、御尽力をいただいてお

りますことに対しまして、この場をかりて感謝申し上げます。 

 御承知のとおり、放課後児童健全育成事業は、子ども・子育て支援新制度におきまして、

地域子育て支援の中核事業の一つといたしまして、質の確保が求められ、25年５月に設置

した「放課後児童クラブの基準に関する専門委員会」での御議論を経て、平成25年12月25

日にまとめられた報告書をもとにいたしまして、本年４月30日に「放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準」を厚生労働省令として定めております。 

 現在、地方自治体では、この基準に基づく条例整備を進めていただいているところでご

ざいます。 

 省令基準の第10条で放課後児童支援員に一定の資格要件に加えて、都道府県が行う研修

の受講を求めております。放課後児童健全育成事業の質の確保を図ることとしているとこ

ろですが、本検討会では、事業の質の確保・向上を図るため、この研修の具体的な内容に

つきまして、それぞれの立場から御忌憚のない御意見をいただきますようお願いをしたい

と思います。 

 簡単ではございますけれども、検討会の開催に当たりまして挨拶と代えさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○竹中育成環境課長補佐 続きまして、事務局より委員の皆様の御紹介をさせていただき

たいと存じます。五十音順に紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、池本委員でございますけれども、本日、列車遅延のため、後ほど遅れていらっし

ゃるということです。 

 続きまして、有限会社エムアンドエムインク子どもの領域研究所所長の尾木委員でござ

います。 

 淑徳大学総合福祉学部教授の柏女委員でございます。 

 鎌倉女子大学非常勤講師の野中委員でございます。 

 静岡県健康福祉部理事（少子化対策担当）の堀内委員でございます。 

 放送大学名誉教授の松村委員でございます。 

 仁愛大学非常勤講師の依田委員でございます。 
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 続きまして、事務局側の出席者の紹介をいたします。 

 先ほど御挨拶申し上げました雇用均等・児童家庭局育成環境課長の為石でございます。 

 私は、司会を担当しております育成環境課課長補佐の竹中でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、まず、本検討会の設置の趣旨とその位置づけにつきまして簡単に御説明申し

上げたいと思います。 

 この資料の中にも入れてございますけれども、平成26年４月30日に公布いたしました「放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の第10条第３項におきまして、放課

後児童支援員は、例えば保育士の資格を有する者ですとか、社会福祉士の資格を有する者

などの規定でございますけれども、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県

知事が行う研修を修了したものでなければならないと規定したところでございまして、今

後、その都道府県知事が行う研修を自治体が実施する際に目安となる研修科目ですとか研

修時間等の研修内容の検討を国において早急に進める必要があるということでございます。 

 また、この基準の内容等についての検討が行われました「社会保障審議会児童部会放課

後児童クラブの基準に関する専門委員会」が昨年12月に取りまとめた報告書におきまして、

放課後児童クラブの職員の質の向上のための体系的な研修制度のあり方や実施体制という

ものが検討課題として挙げられておりまして、こうした課題等の検討を進めるために、今

般、雇用均等・児童家庭局長の私的懇談会として本検討会を設置したところでございます。 

 本検討会の説明は以上でございます。 

 それでは、早速でございますけれども、議事のほうに入らせていただきます。 

 まず、議事の１つ目でございますけれども、座長の選任を行わせていただきたいと思い

ます。 

 事務局といたしましては、放送大学名誉教授の松村委員に座長をお願いしたいと考えて

おりますけれども、委員の皆様、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○竹中育成環境課長補佐 ありがとうございます。 

 異議なしという声が上がりましたので、本検討会の座長には松村委員にお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、松村委員、恐縮ですけれども、席のほうへ御移動をお願いいたします。 

（松村委員、座長席へ移動） 

○竹中育成環境課長補佐 それでは、松村座長から一言御挨拶をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○松村座長 おはようございます。力不足でございますが、御指名により座長を務めさせ

ていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 この会は「放課後児童クラブの質の向上のための研修企画検討会」という名前がついて

おります。委員の皆様方には、これまでも、放課後児童クラブを初めとして、多くの子育
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て支援に関する方策等についていろいろと御尽力いただいているところでございます。た

だ、現在、御存じのように、子ども・子育て会議等、あるいは政策に変更があったり、発

展を遂げようとしていたり、いろいろな動きがありまして、非常に重要なタイミングだと

思いますので、ぜひこの会が有効な実りを持って成果を上げて、全体の今の動きに対して

よいインパクトが与えられるようにと願っていますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○竹中育成環境課長補佐 ありがとうございました。 

 それでは、以後の進行につきましては松村座長にお願いしたいと思います。松村座長、

よろしくお願いいたします。 

○松村座長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 初めに、本検討会の会議の公開の扱いと資料の確認について事務局から御説明をお願い

いします。 

○竹中育成環境課長補佐 それでは、事務局から御説明させていただきます。 

 まず、本検討会の会議の扱いについてでございますけれども、会議及び資料につきまし

ては、規定に基づきまして公開とさせていただきたいと思います。 

 また、議事録につきましては、後日、委員の皆様に御確認をいただいた上で厚生労働省

のホームページ上で公開させていただきたいと思っております。 

 続きまして、お手元に配付させていただいている資料の御確認をさせていただきます。

本日、資料が多くて大変恐縮でございますけれども、まず、資料１から５までお配りして

おります。 

 資料１が１枚紙の「主な論点について」。 

 資料２が１枚紙の「今後の検討スケジュール（案）」。 

 資料３が、「地方自治体が実施する従来の放課後児童指導員等を対象とした研修の実施

状況について」。 

 資料４が、「『放課後児童指導員に求められる資質・技能と資格についての調査研究』

について」。 

 資料５が、本検討会の開催要綱と名簿の２枚紙でございます。 

 それとあわせまして、参考資料といたしまして１から４まで、これまでの報告書等の資

料をつけさせていただいております。 

 また、野中委員から委員のみに配付させていただいている参考資料を一番下に入れてい

ると思いますけれども、御確認いただければと思います。 

 資料の欠落等がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○松村座長 資料はよろしいでしょうか。 

 それでは、本日の議事進行についてです。本日は第１回でございますので、本検討会に

おいて議論を始めるに先立ちまして、まず、今の資料にございましたように、本検討会の
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論点と今後のスケジュールについて、資料１と資料２について事務局より御説明をお願い

します。 

○為石育成環境課長 それでは、資料１、資料２につきまして御説明させていただきます。 

 資料１「主な論点について」でございます。 

 「１．認定研修ガイドライン（案）について」でございます。後でスケジュールがござ

いますけれども、前半期はまずこのガイドライン（案）についての検討を進めていただく

ことになります。論点といたしましては、省令基準で定める研修の科目・時間等を設定す

るに当たって、放課後児童支援員に求められる資質・技能の水準についてどのように考え

るか。 

 ２点目が、認定研修の研修科目・時間、その内容の範囲についてどのように考えるか。 

 ３点目が、自治体が従来の放課後児童指導員への研修を実施している状況との整合性に

ついてどう考えるか。 

 ４点目が、支援員が保有する資格と認定研修の受講内容についてどのように考えるか。 

 ５点目が、講師の質や人材の確保をどのように考えていくのか。 

 ６点目が、実施方法として直営・委託等についてどのように考えるか。 

 こういうことを御議論いただきたいと考えております。 

 また、検討会後半になりますけれども、職員の質の向上のための研修ということで、現

在実施いただいている現任職員の質の向上のための効果的・効率的な研修の実施方法につ

いて御議論いただきたいと思っています。 

 「３．その他」でございます。特に※で書かせていただいておりますが、本日の参考資

料４になりますけれども、「産業競争力会議 課題別会合」のときに私どもから提案をさ

せていただいたものが、成長戦略の見直しという形で６月24日に閣議決定されております。

その中に、子育て支援員制度があり本日参考資料をつけております。今後、この子育て支

援員につきまして検討の場が設置される予定になっております。今現在、設置という形に

なっておりませんが、ここのワーキングチームにおきましては、この資料の一番最後のペ

ージのところで見ていただきますと、共通研修とそれぞれの分野ごとで一定の専門研修を

受けていただく形になっております。それぞれの専門研修の部分につきましては、基本的

に、今後、ワーキングチームを立ち上げて検討することを考えており、放課後分野の専門

研修は、本検討会に担当していただくことを前提に考えておりますので、御了解をいただ

いておきたいと思っておるところでございます。 

 この検討の場の設置が具体化しましたら、また御報告をさせていただきながら進めさせ

ていただきたいと思っております。 

 続きまして、資料２「今後のスケジュール（案）」でございます。「主な論点について」

のところで御説明したとおり、第１回から第４回までというのは基本的に認定研修ガイド

ライン（案）の取りまとめを優先させていただきたいと思っております。※で下のほうに

書いてございますが、１点目で、認定研修ガイドライン（案）については、取りまとめ後、
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都道府県等に通知する予定にしておりまして、できるだけ来年度からの体制を進めていた

だけるような環境で提示させていただきたいと考えておるところでございます。 

 まず、１回目は、地方自治体における指導員を対象とした研修の実態等を踏まえまして、

本日の資料に入れております研究成果等について全体的に共有認識を図った上で、フリー

トーキングということで本日はお願いをしたいと考えております。 

 第２回目以降ですけれども、２回目は研修体系、研修科目、時間（講義・実習）などに

つきまして御議論いただきたいと思います。 

 ３回目は８月になりますけれども、保有資格に応じた科目免除の内容、あるいは講師の

選定基準・方法、いわゆる質を担保するための水準についてどのような整理をするかとい

うことも御議論いただいて、４回目の８月下旬に、認定研修ガイドライン（案）という形

での取りまとめをしていきたいと考えております。 

 ５回目以降は、職員の質の向上のための研修方法等について、①、②、③という形で、

10月下旬をめどに第７回を実施し、論点を整理していきたいということでございます。 

 下のほうにございます※２の、先ほど御説明した子育て支援員に関する研修内容につい

ての検討も４回目以降のところで御議論していただきたいと考えているところでございま

す。 

 主な論点、今後の検討スケジュールについては以上でございます。 

○松村座長 ありがとうございました。 

 今、課長のほうから説明がありました資料１と資料２に関して、まず、委員の皆様から

御質問がありましたらどうぞ。いかがでしょうか。 

（池本委員入室） 

○松村座長 今、池本委員が到着されました。 

 大変でしたね。今、もう進めさせていただいていますので、よろしくお願いします。 

 特に御質問ございませんか。 

 それでは、先に進めさせていただいて、まず前半でできるだけ事務局から資料を説明し

ていただいて、後でこの第１回会議ではゆっくりと全般についてフリートーキングを45分

ぐらいするという時間構成になっておりますので、まず、資料の説明を伺いたいと思いま

す。 

 続きまして、議事の（３）に移らせていただきます。 

 まず、地方自治体が実施する研修の実施状況につきまして、資料３をもとに事務局より

説明していただきますので、よろしくお願いいたします。 

○為石育成環境課長 それでは、資料３について御説明させていただきます。 

 この調査は、24年度に前年度の実績として調査をしたものでございます。したがって、

内容的には23年度の分でございます。調査対象は108自治体でございまして、「２．調査結

果概要」の※の１点目にございます、自治体からの回答が107で、１中核市が未実施という

結果でございました。 
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 実施形態につきましては、直営、委託、補助という形をとっております。１つの自治体

で複数の実施形態をとっているものもございますので、合計は100％となりませんが、直営

では半分以上、委託で半分弱というような形での研修の実施体制になっております。 

 科目については別紙でございますが、「（３）対象者について」の放課後児童指導員の

枠を見ていただきますと、一番上にあります初任者のところが約半分、一番下の採用予定

者というところが大体５割ぐらい、その他の中堅、主任、障害担当という一定のキャリア

を持った方たちのところを対象に８～９割実施されているところでございます。 

 「（４）開催回数について」は、１自治体当たり平均年12回。これは平均でございます

けれども、月１回程度という形になっております。 

 国庫補助についても８割ぐらいの自治体が活用しながら実施しているという状況でござ

います。 

 「（５）募集人員・参加人数について」は、100をちょっと超えた人員での実施になって

いて、９割近い方が参加いただいているということでございます。 

 １ページめくっていただきますと、先ほどちょっとお話しさせていただいたものでござ

いますが、「研修内容・科目別時間数について」でございます。多様な形で講義を進めて

いただいておりまして、特に実施時間別割合のところ、または実施自治体別割合のところ

に①から⑤までの順位が振ってございますけれども、これは自治体として比較的多く取り

組んでいるものに順位をつけてございます。１番目が発達障害児など配慮を必要とする子

どもへの支援、２番目が基礎的なところ、３番目が子どもの発達の理解、４番目が事故・

けがの対応、５番目が遊び支援・仲間づくりというような形の講義を中心としたものにな

っています。 

 そのほか、演習につきましては、個別支援、集団援助、地域福祉という形で進めていた

だいておりまして、ゲーム、遊び、表現活動、実習なども一定数見られているというよう

な状況でございます。 

 その次から個別の県を５カ所ほど、自治体の御了解をいただきまして、参考という形で

資料を提示させていただいております。 

 宮城県でございますけれども、放課後児童クラブと教室とのネットワークづくりの機会

の提供、あるいは推進を目指すことを目的といたしまして研修を実施していただいていま

す。 

 対象は、当然、放課後児童クラブの指導員と放課後子供教室の指導に携わっている方。 

 共催といたしまして、宮城県の教育委員会だとか、県の児童館連合会などの参画もいた

だいているということでございます。 

 開催内容は、場所を変えて、ゲーム・遊びに関するものや、障害のある子もない子も一

緒に遊ぼうというような形でのテーマ設定をして、実技研修を中心に実施いただいている

ということでございます。 

 ２ページですが、26年度では児童館・放課後児童クラブ新任職員研修会というのも実施
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していただいています。基礎的な知識と技能を習得する機会を提供するというものでござ

いまして、２日間に分けてやっておりますが、基本的には講義を中心とした研修になって

おります。内容のところで見られるとおり、講義Ⅰ「健全育成論」、講義Ⅱ「人を育てる

人を、育てるコーチング」、２日目に講義Ⅲとして「児童館論」、講義Ⅳ「放課後児童ク

ラブ論」というような形での講義中心でございます。 

 次は、埼玉県でございます。埼玉県におきましても放課後児童指導員研修会を実施して

おります。全体会で講義を設けまして、午後、分科会ということで18分科会を設定してお

ります。次のページに分科会の内容がございますが、やはり実践を中心にしたテーマを設

定しながら分科会での討議を進めているという形態で実施されております。 

 もう一枚めくっていただきますと、25年度埼玉県放課後児童クラブ新任指導員研修会と

いうのがございます。これは、県の学童保育連絡協議会との共催の事業でございます。新

任指導員を対象にしておりますが、講義１、２、３とございますとおり、やはり実践を中

心にしたテーマ設定をして、実務者を招いての講義というような形になっております。 

 １枚めくっていただきますと、障害児担当指導員の研修も設けられておりまして、特別

な配慮を必要とする児童の理解と支援ということで、療育センターから施設長さんに来て

いただいてお話をお聞きするというような形でございます。 

 続きまして、静岡県でございます。本日は堀内委員に御出席いただいておりますので、

もし補足があればまたお願いをしたいと思います。内容としては、指導員とボランティア

などを対象にした研修を進めていただいています。また、プランの関係でいきますと、教

室と児童クラブそれぞれの担当者、指導員が両事業を相互に受講できるような連携を図っ

て実施していただいていることや、障害児対応指導者の資質の向上に努めるための研修を

実施いただいております。 

 １枚めくっていただきますと、指導員等の研修でございますが、地区を設定して２日程

度実施するということで、７点目に研修内容がございますけれども、事例発表や講義等を

含めた時間配分をしながら進めていただいています。 

 めくっていただきますと、事例発表の内容だとか講義等について一定数そこに整理をさ

せていただいているところでございます。 

 あと、実施計画というのもございます。これは、報償費だとか旅費だとかという部分も

ございますけれども、講義の内容が出ておりますので、それぞれ参考につけさせていただ

いております。量的にかなりありますので、説明は省かせていただきたいと思います。 

 続きまして、岡山県でございます。岡山県では、子どものかかわり方や遊び等について

具体的な知識、方法を学ぶということを目的といたしまして、全体会、分科会というよう

なスタイルで進めていただいております。１日の研修体系では、やはり全体会として講演

をいただいて、分科会の設定をしていただいて進めているということでございます。 

  

 続きまして、佐賀県でございます。プラン研修会の対象者は、コーディネーター、安全
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管理員、放課後児童クラブ指導員、行政担当者などを含めた研修になっておりまして具体

的な内容については、「放課後児童の現状と課題」をテーマとした指導員の方の講演やワ

ークショップという形での進め方をしていただいているということでございます。 

 全体の中から少しピックアップして、資料としてつけさせていただきました。 

 資料についての説明は以上でございます。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 今回は、重ね重ねなのですが、研修企画検討会なので、１年にわたって研修企画のこと

を考えていくときの私どもの頭の中に入れておく一つの実態として、どのようなことが行

われているかということについての御説明をしていただきました。 

 特に全国調査と、宮城、埼玉、静岡、佐賀についてピックアップして御説明していただ

いたわけですが、堀内委員がいらしてくださっているので、何か御説明いただけますか。 

○堀内委員 当県の資料はちょっと細かくて恐縮でございますけれども、県が東西に長い

ということで地区を分けての研修となっております。 

 それから、発達障害児に対する不安が大変多くなっているということで、これ以外に放

課後児童クラブ指導員実地研修というものをやっております。これは、臨床発達心理士会

から希望するクラブに専門アドバイザーを派遣して、実際に指導員が障害児に対してどの

ような対応をしているかというのを何日か見て、それに対して具体的な指導・助言をする

という研修を始めております。全体で569クラブあるのですけれども、そのうち50カ所程度

のクラブで実施しているという実態がございます。 

 以上です。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 いろいろな問題に対して精力的に対応していただいているということですが、ほかの委

員の先生方から、どのことについてでもよろしいですので、御意見なり、補足なり、質問

なりございましたら、どうぞ。いかがでしょうか。 

 この資料３の調査は23年度ということですが、もちろん、これが最新ですよね。 

○為石育成環境課長 はい。これが最新の調査になります。 

○松村座長 多少動いているところはあるかもしれませんが、大きな枠としてはこういう

流れでということですか。 

○為石育成環境課長 そこら辺は多少変更はあるかと思いますけれども、おおむねこの様

な状況ではないかと思われます。 

○松村座長 よろしいですか。 

 柏女先生、いいですか。 

○柏女委員 大丈夫です。 

○松村座長 それでは、資料の説明が続きますけれども、ちょっと辛抱して聞いていただ

いた後で全体的な討論をいたしたいと思います。 

 次に、資料４の調査研究の内容につきまして、野中委員から15分ほどでお願いします。 
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○野中委員 野中です。よろしくお願いします。 

 資料４の「放課後児童指導員に求められる資質・技能と資格についての調査・研究」に

ついて簡単に報告をさせていただきます。 

 この調査・研究は、概要版の４行にありますように、厚生労働科学研究として３年間取

り組まれたものの３年目の報告部分です。実際の調査の経過は最初の「調査研究の目的」

のところに書きましたので、お目通しをお願いしたいと思いますが、第１・第２年度は、

放課後児童クラブに通う子どもにとって望まれる支援の内容を明らかにすることを目的と

しました。この内容につきましては、第３年度と並行して進めました参考資料３「放課後

児童クラブの運営内容に関する調査研究」にあります「改定版・放課後児童クラブガイド

ライン」の中に反映していただいております。その内容をさらに３年度の研究にフィード

バックしまして、そのことをベースにしながら５点ほどにわたって研究を進めたというこ

とでございます。 

 第３年度の調査の内容について項目を読ませていただきます。 

 １点目、放課後児童指導員に求められる資質・資格要件等を明らかにするための前提を

「改定版・放課後児童クラブガイドライン」によって概括をしました。このガイドライン

の改定版と今回のこの調査はインターネットに全文公表されておりますので、そちらのほ

うもお確かめいただければと思います。 

 ２点目、放課後児童クラブに子どもを通わせている保護者が放課後児童指導員に 

求めているものについて、本調査研究が第２年度に子どもにとって望まれる支援について

のアンケート調査をしたのですが、そのときの回答の中から保護者部分のアンケートを再

度分析させて、この研究の中に反映させるようにしました。 

 ３点目、放課後児童指導員自身がどのような資質・技能を必要と考えているかについて、

放課後児童指導員の手記を集めまして分析をしました。 

 ４点目、放課後児童指導員の現状について概括するとともに、自治体が行っている研修

を概括しました。この内容は後でもう少し申し上げますが、今、事務局から報告があった

内容と現状はほぼ同じ内容で把握しております。 

 ５点目に、こういう作業をもとにして、今回、省令で記述されました「児童福祉施設の

設備及び運営に関する基準」の第38条第２項の内容について考察をした上で、今後必要な

資格・研修等について考えるという検討を行い、提案をしました。 

 この場では④と⑤を中心に報告をしますが、①、②、③につきましてもこの委員会での

検討を進める際の基礎的な資料として活用いただけると思いますので、後ほど本文のお目

通しをお願いしたいと思います。 

 特にこの放課後児童クラブに通う子どもへの育成・支援の内容ということに関しまして

は、今回の放課後児童クラブの質を考えるという意味での指標になる事項だと思います。

そのことについては参考資料の項目にも詳しく書いてありますので、その「改定版・放課

後児童クラブガイドライン」とあわせてお読みいただければと思います。 
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 一例を申し上げますが、新システムの中では、放課後児童クラブについて需要の調査を

しましてそれに対する供給体制を組むという話の中で、小１の壁ということが大きく取り

上げられております。受け入れの人数をどのように拡大するのかということが焦点として

取り扱われておりますけれども、質を考える場合に、そのようにして受け入れた子どもた

ちがそこでどのように過ごしているのかということが大きな問題になると思います。 

 私が別の調査で行ったものでは、残念なことなのですが、例えば本当に必要とされる１

年生、２年生の子どもたちの中でも、転居だとか、保護者が就労をやめたということによ

らない、必要であるにもかかわらず退会をしている状態とか、長期の欠席の状態になって

いるというのが相当数ございます。この問題を正面から捉えなければ本来の質ということ

は担保されないと考えますので、この「改定版・放課後児童クラブガイドライン」の中で

は、子どもにとって必要な支援の内容の一番最初の項目。概要版の２ページ目の左側のほ

うに書いてありますが、子どもが進んで放課後児童クラブに通い続けられるような環境の

整備と、保護者、放課後児童指導員の連携による支援があるということをまず第一の課題

に挙げております。 

 この詳しい内容については参考資料の改定版のほうに書いてありますが、こういうこと

も含めて共通認識を持っていただいて、その指導員の研修をどうするか、資格の問題をど

うするかということも考えることが必要ではないかと考えております。 

 それでは、先ほど申し上げましたように、④と⑤について話をさせていただきます。 

 ④の自治体の研修の実態のことですが、本文の22ページに項目を設けてございます。先

ほど申し上げましたが、この調査の中でも、資料３として先ほど事務局から報告をいただ

いた内容と、私がこの研究の中で把握した内容はほぼ一致した内容でした。ですので、お

話にありましたように、多少内容の変化はあると思うのですが、この間、大まかにはこの

内容で自治体での研修が進められていると理解することができると思います。 

 全体を見ますと、科目自体には放課後児童指導員に求められる知識や技能がほぼ取り入

れられているのです。問題は、この科目が一人ひとりの放課後児童指導員にとって体系的

に学べるようには組み立てられていないということ。それから、自治体の研修自体が一つ

ひとつのテーマごとに行われていますので、それが構造的に整理されて行われていないと

いう研修自体の構造性の問題と、一人ひとりにとっての体系的な学習として組み立てられ

ていないということが課題であると考えました。 

 先ほど堀内委員のお話にもありましたように、今回のこの調査の中からは、放課後児童

指導員同士の実践の発表とか意見交換・交流とか、そういうものから刺激を受けたりする

ことが多くあったということがありました。専門家と現場の職員との協働による研修とい

うのはとても効果が高いということもわかりましたので、座学としての一方通行の研修だ

けではなくて、そういう双方向のことを含めた研修の体制も今後考えていく必要があるの

ではないかと思いました。 

 次の⑤のところです。資格・任用の問題は省令で決まりましたので、直接、今回のこの
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研修の課題ではないのですが、確認の意味で少し話させていただきます。 

 「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」の第38条につきまして、児童の遊びを指

導する者という形で表現されていたものですから、そのことがひとり歩きしていた感があ

り、この条文自体の成立から現在までの経過について詳細に検討させていただきました。

それが本文の24ページからのところでございます。 

 特に省令の第10条の３第３項のところ、いわゆる高校卒業以上の者であって、大学・専

門学校も含むのですが、保育士だとか教育とか、該当するほかの項目に該当しない人たち

は、今は補助員ということで２年間の経験が必要だということをどのように考えるのかと

いうことについては、法律が最初に出された当時と今までの経過の問題を含めて捉える必

要があると思いましたので、少し書かせていただいております。 

 適用に当たっては、これは横断的な規則なので、枠をはめるということは難しいと思い

ますけれども、５月28日に出された課長通知がこの第３項にも参照されるのではないかと

考えておりますので、あわせてお目通しをお願いできればと思います。 

 基本的には放課後児童クラブの職員の資質というように考えたときに、２ページに書い

てありますように、３点。 

 １点目は、子どもが小学校に通う期間に子どもの身近にいて、その育成支援を行う放課

後児童指導員には、子どもから信頼される存在となり得ることが必要であり、それには豊

かな人間性と倫理観を備えた教養が求められる。 

 ２点目は、児童期の子どもの遊び及び生活の理解と、保護者が就労により昼間家庭にい

ない、疾病・介護などによる昼間家庭での養育ができない家庭への理解に基づいた放課後

児童クラブにおける子どもの育成支援を行う知識と技能が求められる。 

 ３点目は、常に自己研さんに努め、放課後児童指導員と子ども・保護者との信頼関係を

築くとともに、放課後児童指導員同士の信頼関係を形成して、地域の子育てにかかわる機

関や人々からも認められる存在となることが求められる。 

 これが、今回、資格・任用等を考える際の前提になる放課後児童指導員に求められる資

質・技能と考えました。 

 そういう点で考えますと、今、働いている方々を資格認定するためには都道府県独自の

研修が必要だということでこの検討会が持たれているのですが、そのことも一緒にあわせ

て提起させていただいたというのがこの研究でございます。 

 具体的な研修の案も概要版の４ページのところに出させていただきました。これについ

て手短に話をさせていただきます。 

 この資料は、先ほどの都道府県が行った研修とか、これまでのさまざまな民間団体等の

研修もございますので、そういうものも含めながら、現任研修として、今、働いている人

たちがスキルアップを図るために必要な基礎的なものはどういう項目かということをまと

めたものです。これは基礎研修として考えましたので、科目の中には、市町村が行う初任

者研修とか、今回、省令で決まりました補助的な指導員に対する研修の内容も含まれてい
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るものですので、多少すみ分けが必要なのではないかと考えています。 

 もう一点は、現任研修を想定して作成したものですので、実習はこの内容に含まれてい

ません。資格研修とする場合は採用前研修が必要ということも視野に入れる必要が生じる

と思われますので、この部分はこの中では検討しなかったということが２つ目にあります。 

 それから、ほぼ30時間を超えない範囲を考えた理由です。これは現任研修を前提にした

こともあるのですが、現在勤めている方々を対象として、そこに資格を付与するというこ

とを想定した場合、泊りがけでやるとか長い日数をかけてやるとかというのは、実際には

ほとんどの人が物理的に不可能です。その点を考えたときに、やはり30時間を超えないこ

とが限度かなと考えました。 

 今回の場合でも、平成32年までは経過措置をとるということで、その間は、今、勤めて

いる方の資格のために行われる研修の割合が９割を超えるというか、ほとんどだと思いま

すので、今回の検討に当たっても参考にしていただけるのではないかと考えました。 

 大ざっぱになって申しわけないのですが、今回のこの検討に当たって、参考として視野

に入れていただくローデータを用意させていただいたという意味で報告をさせていただき

ました。 

 以上です。 

○松村座長 どうもありがとうございました。 

 今、ガイドラインに関する研究の中で、かなり具体的に、研修の科目だとか体系、また

研修の形態、座学なのか実習なのかということとか、さまざまな形・経路というか、今ま

での経験なり資格なり持っていらっしゃるような方も含まれていますので、そういう方々

をどのように一定の放課後児童クラブ指導員として必要なレベルなり内容に引き上げてい

くか、あるいは担保していくかということが具体的な形で目に見えてきたのではないかと

思います。 

 どこからでも結構ですので、委員の先生方から質問がございましたらどうぞ。いかがで

しょうか。 

 後のフリートーキングでいろいろ出てくると思いますが、研修の内容というのは、放課

後児童クラブをどのようなものにしていくのかということとかなりリンクしていると思い

ますので、そういう御関心のある、放課後児童クラブが一体どういうものであるのか。野

中委員の報告にもありましたが、中途で、親の就労などではない理由でやめていくとする

と、これは、必要としている子どもに充足されていないということがなぜ起こるのかとい

うことにも関連してきて、個々の指導員の方々の問題ではなくて、全体として放課後児童

クラブの内容の設定の問題ともかかわってくると思いますので、高所大所、あるいは細部

でも結構ですので、何かございますでしょうか。 

 尾木委員、いかがですか。御意見でも御感想でもどうぞ。 

○尾木委員 今、後のフリートークでどういう話をするかということを考えながらお話を

お聞きしていました。しばらくの間はやはり既存の支援員が対象になるのだろうというこ
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とも踏まえて検討していくことが必要になるのですけれども、そのときに、時間数をどの

くらいに設定するかということも非常に大きいことでしょうし、参加している人がもう既

に実施している方なのか、それともこれから始められる方なのかによって、同じ科目であ

ってもその内容を少し調整していくことが当座は必要になるのかなと思いました。 

 もちろん、お話しいただきました子どもへの育成支援の内容ですとか、放課後児童指導

員に求められる資質・技能ということをきちんと伝えていく。多分、この認定研修のとこ

ろではまず基本を押さえて、実践的なところはまた現任研修の中でもやっていけることだ

と思いますので、その一番最初の取っかかりで必要最小限のところを認定研修に組み込む

ことになると思います。もちろん、研修の内容というのは多ければ多いほどいいですけれ

ども、時間的なことや実施体制のことを考えたときに、ある程度絞り込んでいく必要があ

るのではないかということを感想として思いました。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 大変重要な御指摘をいただいたと思うのですけれども、幾つもの県のレベルでの研修、

市町村のレベルでの研修、あるいは民間の研修とか、いろいろな研修があるわけですから、

この会で、どの時点での何を絞ってやればいいのかということは本当に重要なことだと思

います。これとこれが必要だということと同時に、先ほどの野中委員の発言にもありまし

たけれども、どういう体系でどういう構造で研修していくかということがつくられる必要

があるのでしょうね。 

 池本委員、感想なり、何かありますか。 

○池本委員 野中委員の、資料の24ページからの「『児童の遊びを指導する者』の規定」

について、私、この辺は余り勉強しなかったので。あと、最後に、この名称を変更するこ

とも検討する必要があるというようなことも書かれているのですが、今、ちょっと読み切

れないので、このあたりをもう少し御説明いただけると。素人としてお願いできればと思

います。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 では、今の補足をお願いします。 

○野中委員 名称の問題につきましては、柏女委員からも発言をお願いしたいのですが、

もともとは「児童厚生員」ということでスタートしまして、「児童の遊びを指導する者」

というのは、児童厚生員とは何であるかということの括弧書きの説明文として、法がスタ

ートしたときに書かれていた文章なのです。平成10年の改正のときにその「児童厚生員」

という資格名称を外したわけです。そして、その説明規定だけをそこに残したといういき

さつがあります。 

 それから「遊びを指導する」という言葉は戦後すぐのときにつくられた言葉ではあるの

ですが、実際にそのことについてはさまざまな議論もありまして、38条２項全体を概括す

る用語というか、説明文として適切なのかという問題もあるように思います。 

 児童館の職員の場合も、新しいガイドラインが2011年につくられましたけれども、そこ
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の中では、児童館の職員の仕事というのは、遊びの指導ということにとどまらず、家庭支

援も含めたいろいろな意味での地域での子どもの育成・支援にかかわることの必要性が強

調されていますし、放課後児童クラブのガイドラインの研究の中でも、仕事の内容を総称

してまとめたときに、放課後児童クラブに通う子どもの育成・支援としてまとめましたの

で、概念としては広い。それで、実際にここにいる人たちの資格も、保育士であったり、

教員であったり、社会福祉士であったり。そのような方たちも含めて、内容的にも範囲的

にも広いもので、放課後児童クラブもそのような広いものを扱うということがあるので、

率直にこの中で提起をさせていただいたということです。 

 制度的なことは、柏女委員、お願いできますでしょうか。 

○松村座長 では、柏女委員、お願いします。 

○柏女委員 今、野中委員がおっしゃったとおりです。この28ページの注の23に書いてあ

りますけれども、地方分権推進委員会の勧告の中で、児童厚生施設の児童厚生員について、

名称は各自治体でつければいいではないか、その業務を書けばいいのではないかというこ

とで、省令ではこの「児童厚生員」が上がりました。もちろんほかにもたくさんあるので

すけれども、「児童厚生員」がやり玉に上げられました。それが「児童の遊びを指導する

者」です。いわば規制緩和の一つとして上げられたということだと思います。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 池本委員、よろしいですか。 

 では、後でフリートーキングのときにゆっくり出していただければと思います。 

 それでは、今の野中委員の説明についての質疑は終わらせていただいて、今回第１回と

いうことですので、この検討会の全体の流れは先ほど課長から説明がありましたけれども、

これからやっていくことをちょっと見据えた上で、また、もっとベーシックなところでも

結構なのですけれども、少し自由に、こんなことが問題なのではないかとか、今、資料に

出てきたことで、今、池本委員からもありましたように、タームの問題等もあると思いま

すし、出していただけたらと思います。よろしくお願いします。 

 では、最初に依田委員、何か。 

○依田委員 意見と申しますか、質問になるかもしれませんけれども、子育て支援員との

関係性でございます。こちらの共通研修10時間程度などがどういったタイムテーブルで決

まってくるのか、そのあたりのこの検討会との連動といいますか、そこが少し見えにくい

なと思いながら聞いておりましたので、そこをもうちょっと御説明いただきたいと思いま

す。 

 あと、保育士、教員、社会福祉士など、学んでこられた前提がかなり違う方々に対して、

あるいはいわゆる無資格で従事されている方々の研修の科目や時間数による峻別をどのよ

うに捉えていくのか。ここでの議論になろうかと思いますけれども、大変深い考察なり検

討が必要になるのだなという自覚のようなものを感じておりました。 

 どうでしょうか。もし事務局のほうで何かイメージでもあれば、お聞きできればと思い
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ます。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 子育て支援員についての議論も後々入ってくるとは思うのですけれども、位置づけとこ

の検討会での進め方等の問題が微妙にあると思いますので、その辺も含めてお願いします。 

○為石育成環境課長 子育て支援員の関係につきましては、現在、局の中で、どのような

形で進めるのかも含めて整理をしているところでございます。今の段階ですが、今後の進

め方として、先ほど、今後のスケジュールの中で、第４回までは基本的に認定研修ガイド

ラインの取りまとめを優先させていただいて、そのあたりから子育て支援員の関係の議論

が入ってくるのではないかというような御説明をさせていただきました。時期的には大方

そのような形で進むのではないかと見ております。 

 これは正確に決まったわけではございませんけれども、今の段階でまだワーキングチー

ムが設置できておりません。あるいは本委員会を設置して、さらにワーキングチームを設

置してという形で進むとすれば、そういう時期になるのではないかという目測を含めて、

ちょっと御案内をさせていただいたという状況でございます。 

 いずれにしても、これも27年度からのスタートとなっておりますので、自治体を含めて、

こういった研修体系を用意することも当然出てまいりますので、一定の準備期間を含めま

すと、秋には示しておかないといけないことになるのではないかと考えているところでご

ざいます。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 やはりちょっとはっきりしないというところはあると思うのですけれども、微妙なタイ

ミングというのがあって。ただ、こちらはこちらで放課後児童クラブの指導員の認定研修

をきちんとして、後でどこが子育て支援員と被るかという整理をしていけば、子育て支援

員の場合は、ほかの保育とかいろいろな分野と重なっていますので、ここで先行して議論

するわけにはいかないというのが、多分、今の課長の説明の中にある。ですから、まずは

放課後児童クラブ指導員として何が必要なのかということを先行で検討していこうと。そ

こで、子育て支援員が入ってきたときに、では、どこがオーバーラップしていて、どこを

ベースとするかみたいな整理の仕方ではどうかということで、事務局、よろしいですか。 

○為石育成環境課長 はい。 

○松村座長 では、そういうことでよろしいですか。 

○依田委員 ありがとうございました。 

○松村座長 では、少し自由に。 

 どうぞ。 

○柏女委員 今、大体御説明いただいて、既存の研究についても御報告をいただいたので

すけれども、その中で、この議論を始めるに当たってどんなことを押さえておかなければ

いけないのか、どういうところに目配りをしなければいけないのかということを考えなが

らお話を伺っておりましたので、少し長くなりますけれども、私の考えをまず述べさせて
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いただきたいと思います。 

 まず、今回のものは資格認定のための研修だということ、しかも、それは放課後児童支

援員の養成ということですので、今の子育て支援員の話とは直接にリンクしないものだろ

う。子育て支援員のほうは補助員としての資格認定にかかわる話です。ただ、そこの補助

員の研修カリキュラムについては、もしかしたらここの放課後児童支援員の研修の中身が

一部入る方とは思いますけれども、直接にはリンクしないので、淡々と進めていっていい

のではないかと思いました。 

 その資格認定研修を受けられる方は、50％以上の方が保育士か教諭等の資格をお持ちで

あるということ。その他は、さまざまな人生経験、あるいは仕事の御経験もお持ちである

という方。２年以上の御経験を持っていらっしゃる方は20％強で、それ以外の30％は２年

未満。全体として、こういう構造の方々を研修で認定するということを考えなければいけ

ないということだろうと思います。 

 ということは、今も松村座長がおっしゃっていらっしゃいましたけれども、いろいろな

専門性や経験を持った人が来られているということ。ここから研修カリキュラムを組み立

てるのに何が大事かというと、やはり放課後児童支援員としてのアイデンティティをきち

んと持てる科目にするということ。学校の教員を経験していらっしゃる方、あるいは保育

所の保育士を経験していらっしゃる方、幼稚園の教員を経験していらっしゃる方がいても、

放課後児童クラブの業務とは異なるわけです。基礎的な専門性はもちろん大切なのですけ

れども、放課後児童支援員としてのアイデンティティを多様な専門性と経験を持った方が

いわば共有できるということがとても大事なことだと私は思います。 

 もう一点は、いろいろな専門職は専門職倫理を持っております。それはとても大切にし

なければならないことですけれども、違う専門職倫理を持つ方が社会福祉士にもいますし、

保育士や教諭がいます。そういう意味では、クラブの専門職倫理といいましょうか、職業

倫理、あるいは役割というものをしっかりと押さえておくことが大事だろう。 

 ということは、今、申し上げたアイデンティティが大事だということにも関連しますけ

れども、クラブの意義や内容、あるいは放課後児童支援員の業務とは何かということにつ

いて共通理解が得られるような、そんな科目構成にすることが大事だろうと思っています。 

 そのために幾つか論点を考えていくと、まずは、クラブというのはどんな力量が必要な

のかということをまずは押さえなければならない。その一つの素材として、こちらの参考

資料３の、先ほど野中委員から御紹介があった「改訂版・放課後児童クラブガイドライン」

で、13カテゴリー38項目にわたって、放課後児童クラブというのは一体何をするところな

のかということをまとめてあるので、これが一つベースにできるのではないかというのが

１点目です。 

 その中で、放課後児童支援員の研修の中身として考えると、１つは、生活と遊びという

ことが欠かせない。それから、ソーシャルワーク的な視点がどうしても欠かせなくなる。

もう一つは、学校や保育所と違うところは、保育士や学校の先生は校長先生や教頭といっ
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たいわばアドミニストレーションの専門職がいるということです。放課後児童クラブには

そうしたアドミニストレーション、運営管理の専門職というか人がいないところも多いと

いうことを考えると、一定程度このアドミニストレーションの科目を入れておかなければ

ならないだろう。子どもに向き合うだけではなく、全体の運営管理ができる資質が必要に

なってくるだろうということが言えるかと思います。 

 ２つ目は、いわばどんな力量が必要かというところで科目を考えるということ。 

 ２点目は、アイデンティティが持てるような研修。先ほど申し上げたことです。つまり、

放課後児童支援員として共通のアイデンティティが持てる研修が必要。これは、クラブの

意義とか職業倫理とか、そういう科目が必要になるだろう。 

 ３点目は、既存の研修や養成のカリキュラムは一定程度視野に入れておく必要があるだ

ろう。野中委員から御報告がありましたように、自治体等の研究成果を見た上でまとめら

れた資料４については、非常に貴重な資料になるだろうと思います。 

 もう一つ必要なのは、他分野の養成課程がどうなっているのかということを視野に入れ

ておかなければいけない。これは、時間数等を考える上でとても大切なことではないかと

思います。例えば、お隣の尾木委員は家庭的保育者の養成をしていらっしゃいますが、家

庭的保育者の養成は、20時間プラス初任者の場合は実習・見学を含めて２日以上というこ

とでお聞きいたしました。それ以外に、こういう実務経験者を有資格者にしていくための

研修として、児童発達支援のサービス管理責任者、障害児の相談支援専門員、こうした資

格がありますので、こうした資格の場合に大体どのぐらいの時間数をしているのか。つま

り、経験者であり、かつ、有資格者に対して研修をして認めていくもの、資格として認め

るもの、これが放課後児童支援員ですので、それにならって他の分野でどのくらいの時間

をしているのか。たしか私の記憶では、20時間から30時間ぐらいだったと思っています。

これは後で事務局のほうで整理して、次回にでも出していただければうれしいなと思いま

す。 

 ４点目は、新しいこと、つまり、今回の法改正で新しく加わったことは何なのかという

ことを念頭に入れなければいけない。これだと高学年の話になります。つまり、４年生、

５年生、６年生のところです。前思春期から思春期に入っていく。特に女の子の場合はそ

の時期が早い可能性がある。そうなると、高学年の発達と支援についての視点も研修の中

で考えていかなければならないだろう。 

 最後、５点目は、現在の状況を考えると、障害を持った子どもたちへの支援、虐待など

家庭環境が不十分な子どもたちなど、特別な配慮を必要とする子どもの家庭に対する支援

は、これも制度がどんどん変わっていったりしますので、一定程度必要だろう。 

 最後に、今、野中委員やほかの委員からもお話が出ておりましたが、実習をどう考える

かという話です。つまり、経験者の場合はそれを免除するけれども、初任者の場合は実習

を入れていくとか、そうした実習をどう考えるのかということについても考えが必要では

ないか。 
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 以上の６点を視野に入れていかなければならないのではないかと思います。そんなこと

を考えながらお話を伺っておりました。 

 私からは以上でございます。 

○松村座長 非常に的確な整理と大事なことを指摘していただいたと思いますので、これ

に沿って議論をしていけばいいのではないかと思います。 

 まず、他分野の養成についての整理は事務局で次回までにお願いいたします。 

○為石育成環境課長 はい。事務局で整理して、また提出させていただきます。 

○松村座長 今、柏女委員から御指摘のあった、クラブにはどんな支援員というか、力量

が必要なのかというようなこととか、具体的に科目についても少しサジェスチョンがあり

ました。 

 ２点目として、アイデンティティというものをどのようにつくっていくかということ。

ほとんどは既存の養成課程を経てきている人たちが多いので、それとの整合性をどうする

かということ。 

 それから、法改正で新しいことが加わったので、それに対する対応、また、特別な配慮

が必要な子どもたちに対する対応・科目、また実習をどうするかというような、ここで考

えていかなければいけないいろいろな数字を示していただいたと思います。 

 どの点からでも結構ですので、私はこの点についてはこのように思うとか、もっとこう

いう点も必要なのではないかということもあると思いますので、どうぞ御意見をいただき

たいと思います。 

 依田委員、いかがですか。 

○依田委員 研修は、基本的にはOFF-JTをイメージしていくということでよろしいのです

よね。わかりました。 

 採用前の方々も研修対象となって、インターンシップが付加されるならば、実習の時間

数、内容などもこの検討の中に入ってくるのかなと考えながら聞いておりました。特に強

い意見はございません。よろしくお願いいたします。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 私も、今、おっしゃったことがちょっと気がかりになっていて。もちろん、現行の移行

期において現任の人たちをどうしていくかということと同時に、これから放課後児童クラ

ブが広がっていくときに、例えば、資格は持っているけれども初めて入ってくるという人

もいますので、その辺の研修の体系みたいなものは考えておく必要がありますね。 

 ほかにはいかがですか。 

○尾木委員 確認をしたいと思っていることが２点あります。この研修に関してガイドラ

インが決まったところで、今年度の後半からスタートしていくことを想定して計画を進め

ていくかということ。 

 もう一つは資格認定ということなのですけれども、全国共通のものとしていくとしたら、

もし静岡県でこの研修を受けて、その後、東京に引っ越してきたときに、そのまま、私は
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もう研修済みですということをどうやって証明するのか。登録制にするのか、証明書をも

らっておくのか、そういうところまで検討しておかないとならない。そのことに加えて、

起こりそうなのは、例えば30時間の研修だとしたら、30時間を一度に全部受けられないの

で、何回かにわたって受けていく方が結構多いのです。それが１つの自治体の中であれば、

この間の何回のという記録が残っていると思うのですが、転居したときとかにそれをどう

認めていけるのかということが課題になってくると思うのです。その辺の仕組みづくりも

検討する必要があるのかと思っています。 

 それから、私は今、家庭的保育の研修に携わっているのですが、研修を導入するにあた

り、対象をどうするかが検討されました。既存の保育者もたくさんいましたが、全員に受

けてもらうことになりました。保育士資格を持っていようが、保育所の勤務経験があろう

と、園長までやった方もいますけれども、補助者の方も含めて、全て同じ研修を受けても

らうことにしました。その中で、このことは学んでいるから必要なかったという反応をさ

れる方は全然いなくて、改めて学び直しになったということ。特に家庭的保育に関しては、

法定化により、それまでの捉え方とはかなり変わりましたので、その辺の目的や役割から

既に実施している人にも学び直してもらう必要もあったのです。新規に保育を始める方た

ちにとっても、今行っている、20時間の研修の中で無駄な研修は１つもないと思っていま

す。 

 それから、大体４日間ぐらいで、１日せいぜい６時間ぐらいやるのが目いっぱいです。

ふだん、学校で勉強している人たちではないので、６時間で限界かなというぐらいなので

す。モデル研修をやったとき、90分の講義もつらいと言われて、なるべく60分で終わらせ

るようにして、そして、演習とか聞くだけではなく、受講者が参加して行うものは90分で

も２時間でも大丈夫なので、そういうものを組み合わせるようにしています。その４日間

の研修の中で、最後のほうは見事に変わるのです。先ほど柏女委員がおっしゃったような、

その職種のアイデンティティを共通に持つということが最後のほうによくあらわれてくる。

振り返り記録も毎日書いてもらっているので、そういうのを読んでみると、この人は最初

に参加したときと明らかに変わったとわかりますし、みんなで一緒にやろうという気持ち

も高まってくる。そういう意味でも、どういう科目を入れていくか、それを効果的にやる

ことが必要だと思います。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 今、大きく３点御指摘があったと思いますが、１点目の、どの時期からというのは事務

局からお答えいただけますか。 

○為石育成環境課長 研修のスタートの話ですけれども、基本的には27年４月以降という

ことで考えております。ただ、一斉に都道府県に実施していただくためには準備が必要で

すので、そのためにできるだけ早くお示しをして準備を整えていただいた上で、27年から

スタートを切らせていただきたいと思っております。 

○松村座長 ありがとうございます。 
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 ２点目も、私も非常に重要だと思うのです。実際に放課後児童支援員、指導員の方たち

は５年ぐらいで相当替わっていかれる。その中には、辞める方もいるかもしれないけれど

も、移っていく方もいるという意味で、この資格を普遍化していくためには、今、尾木委

員からあったように、あるところで受けたものがもう生きないというシステムではなくて、

生きていくシステムがつくられればいいと思います。これについての見通しはいかがでし

ょうか。 

○為石育成環境課長 現時点で完全に整理したわけではないのですけれども、まず１つは、

研修を受けていただいたら、当然、受講修了証というのが必要になってくるだろう。それ

は実施主体からの発行という形になりますけれども、同時に名簿で整理をしていただくこ

とも必要なのではないか。修了された方については名簿照会ができる体制づくりも用意す

る必要があるのではないかとは考えております。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 今までも、静岡などもその先端だと思いますが、クオリティーの高い研修をしていらし

ても、やはりそれは静岡の例だったのが、今度、国が認定研修というシステムをつくると

いうことは、ある程度のラインに沿ってどこでも通用する形の仕組みを考えていければ本

当にいいですね。またほかに意見があると思いますが。 

 ３点目は、ぜひここで皆さんに御議論いただきたいのですが、柏女委員もおっしゃって

おりましたけれども、いろいろなことをいっぱい勉強してきているし、経験もあるのだけ

れども、放課後児童クラブでアイデンティティを持つための知識だけではなくて文化なの

だと思うのです。そういうクオリティーをどのようにつくっていくかということは、研修

の中で、具体的には基礎科目みたいな形になるのかなと思うのですけれども、それはどん

なにいっぱい勉強してきた人も受ける。時代も変わっているし、様子も変わっているし、

何よりもクラブという状況はほかと違うという場所。その構造をどのようにつくっていく

かですよね。研修のシステムは10科目、15科目あるのをどれでもいいという形ではなくて、

これは誰でも受けるもの、これは少し読み替えができるものは必要かと思います。 

 池本さん、教育に関心があるようですけれども、この辺は実際に見ていらしたりすると

思いますが、どうですか。 

○池本委員 私は、そういう指導員の養成とか資格とかいうことを、今回参加させていた

だいて、むしろ勉強させていただくという感じなのですが、利用者の立場から見て、こう

いう指導員さんだったらいいなと思う観点から、具体的ではないのですが、感想のような

ことを幾つかお話ししたいと思います。 

 １つは、指導員さんは、子どもたちの午前中の学校での様子をどこまで把握されている

かということがちょっと気になります。今回、学校との連携ですとか、そういうことがあ

ると思うのですが、そのことの科目みたいなものとかも必要なのかなということが保育士

との違いで感じたことです。 

 もう一つは、今、保育所の方が一番やってほしい研修ということで、保護者の対応が上
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がってきています。もちろん、そういったものもされるということなのですけれども、支

援するというのではなくて、親とどう対等に対話するかとか、親とどう連携しながらレベ

ルアップしていくか、そんなことについての研修も今後やっていただけないかなというの

は利用者から見て思います。 

 例えば、娘の学童保育で、親がボランティアをやりたいのですと言ったときに、そうい

うことが想定されていないのです。親が子どもを見られないから預かるのであって、そこ

に親がボランティアで来るということがイメージされていない。結局、それは必要ないと

か、そんな形になってしまったこともあるのですけれども、そのようなときに指導員はど

うするか。あと、親の状況も、支援が必要な人だけではなくて、モンスターペアレントで

はないですが、要求の高い人とか、そういった多様な親に対してどうやって対応していく

かといったことも恐らく現場の方は悩まれているので、そのあたりも必要かなと思います。 

 もう一点は、学校教育と放課後での子ども観の違いとか。あと、最近気になっているの

は、学校教育では子どもの権利が全面に出ていなくて、親に対しても、子どもの権利条約

のことが、ほかの国と比べると余り知らされていないという実態もあるのです。支援とい

うよりは、子どもが意見を言えるとか、そういったところの考え方も改めて勉強する機会

があればなと思います。 

 私は、イギリスのことを調べていたときに、イギリスのある学童保育には子ども会議が

あって、そこで子どもたちが意見を出して、おやつをどうするかとか決めて、それに沿っ

ておやつが変更されたとか、そんな事例が幾つもあって、イギリスは子どもの意見を聞く

ことをとても重要視しているのです。私の見てきた日本の学童ではそこが余り強調されて

いないのですが、今後はそんなことも必要かなと。子ども観とか子どもの権利について、

特に子どもの参加というところについての研修も親としては期待しているところです。 

 あと、これは質問になってしまうのですけれども、国では放課後子ども総合プランです

か、もっと学校と一体化しようということでやっています。あと、児童館というところも

子どもの放課後の場所としてはあるのです。うちは世田谷区ですが、世田谷区だと、学童

保育の指導員の人が学童クラブに所属していない子どもも一緒に見ているという状況もあ

るのです。そういった場合に、そのまざったようなものとか、あと、児童館で指導する人

の研修とはまた別なのか。そこの関係について質問させていただきたいと思います。 

○松村座長 どうもありがとうございます。 

 実体験も踏まえて非常にいいコメントをしてくださったと思います。今、お聞きしてい

て、多分、後で議論が出てくると思いますが、先ほど柏女委員がアドミニストレーション

の力が必要ということを言われたけれども、それに加えて、ほかの人を活用していく、学

校の先生だとか、地域の人だとか、親とか、そういう人を活用していく連携の力みたいな

ものもすごく必要なのです。ですから、これから数が限られている中で、これもしなけれ

ば、これもしなければという要求ではなくて、全体としての仕組みをどうつくっていくか

みたいなことがあれば、かなり活性化するような気はします。 
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 今、質問のありました放課後子ども総合プランの研修とこの研修について御説明をお願

いします。 

○為石育成環境課長 放課後子ども総合プランもこれから進めていきますし、現実に児童

館でも一般の子どもと放課後児童クラブを設置して一緒にやっているというところで、職

員の人たちとして共通的に子どもとのかかわりを持っている部分と、先ほどから児童クラ

ブの職員の人たちに求められるものの中に、池本委員がおっしゃったように、家庭との連

続性の問題があったり、学校との連続性の問題があったりしながら、子ども自身とのかか

わりをどうしていくのかというところに放課後児童クラブとしての非常に大きな機能があ

るのだと認識していますので、共有できる部分はできるだけ共通の研修会の中で同じよう

に学べることが必要かなと思います。 

 子ども遊びの実態を見ていても、基本的に遊びに対する技術系というのはある程度共有

認識を持ちながら進めていくということがございます。また、障害児、発達障害に対して、

その子のフォローをどう進めていくのか。例えば、クラブの中でほかの子どもとの関係を

つくりながら、障害児と一般の子どもが支え合って環境をつくっていくというような形の

ものは、学校でも特別支援教育があるので、そういう場としての共有化みたいなところは

多分あると思うのですけれども、それを家庭との連続性であったり、個々の子どもの問題

として捉えたときにどんなかかわり方をするのかというのは、放課後児童クラブの職員に

求められる問題であったり、そこら辺は特有の問題として研修の中に入れていく話ではな

いかと思います。 

 放課後子供教室あるいは児童館の職員の人たちは地域の中に一歩入っているので、求め

られるものが少し違ってきているのではないかという面はあるのですけれども、今後、放

課後子ども総合プランの中で進めていく放課後子供教室について、放課後は体験の場であ

ったり、学習の補てんであったり、そういうことを中心にした活動の中で子どもたちにか

かわっていただくことになりますし、放課後児童クラブの子どももそういう面は利用させ

ていただく。ただし、放課後児童クラブの子どもたちは家庭に帰れないという環境があっ

たり、学校あるいは家庭であったいろいろな問題に対してそれぞれ支えが必要な部分があ

ったり、そういう部分は放課後児童クラブ特有の仕組みの中でしっかりと研修体系を組ん

でいく必要があるのではないかと考えています。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 何か悩ましいのです。前の委員会でも、結局、その一体化か総合化かとか、連携をどう

するかとか、いろいろな議論がありましたけれども、研修もどうしていくかということは、

池本委員が言われたように、そこともかかわってきますね。 

 どうぞ。 

○野中委員 今の御発言と重なるような気がして発言を求めたのです。 

 今回のこの検討会での主要な課題は、認定研修としての都道府県の研修ですが、タイト

ルは「放課後児童クラブの質の向上のための研修」となっていまして、これは全くイコー
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ルではないということではあるのですが、重なっていると私も思っています。 

 市町村の研修は市町村の自主性に委ねられている実態があって、都道府県としての研修

なり政令市の研修というのは情報収集できるのですが、そこの市町村の部分というのはま

だ把握されていないところがあるわけです。実は重要なのはそういうところで、市町村の

中で、基礎的な部分、資格の有無にかかわらず、とにかく勤めたらこういう研修はちゃん

とやるというようなことが定着していくことと、都道府県として認定研修が整備されてい

くということ、そのほかに、例えばいろいろな民間団体等の協力もあっていいと思うので

すが、スキルアップのための研修だとか、そういうものを含めたさまざまな研修、今も指

導員と保護者の方が共同で地域の学童保育連絡協議会等で継続的な研修などもされている

のです。そういうことも含めて、日常的に向上を図るための研修をトータルで視野に入れ

ておきながら、ここの中で直接扱うのは認定研修であり、市町村としての基礎的な初任者

研修でありということの整理をどこかで一度したほうがいいのではないかと思います。そ

うしないと、認定研修に指導員のスキルアップの課題が全部重なってしまうわけです。 

 ただ、今の状態からすると、資格を取りたいということの中で、都道府県の研修に対す

る希望というのは、今、何万人もいる指導員の中でまず取りたいということが起きるので、

キャパシティーとの関係で交通整理をしなければいけない問題が物理的に起きます。単純

に密度を上げようとすると、大規模では難しいわけです。そういう点でいうと、一定の規

模の中でやると考えますと、ここだけに全てを重ねていくというのは難しいと思いますの

で、きょうの課題ではないと思うのですが、どこかでそういう整理もしながら、クラブの

質の向上のための研修という視点を共有しながらすみ分けを図ることが必要かなと、今、

お話を伺いながら思いました。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 堀内委員。 

○堀内委員 今の野中委員に全く賛成です。 

 と申しますのは、市町村でやっている研修については、十分把握できていないのが実情

です。ただ、最も基礎的なところをやっているということで、本県では99.8％ぐらいのク

ラブで実施をしています。 

 今までの自治体の研修についてちょっと考えてみますと、モデルとなるカリキュラムが

なかったものですから、とりあえず目の前の困っていることをテーマにしてやってきたと

いうことと、指導員が実際の仕事を抱えながらで時間的に制限があるということで、１日

ないし数時間という短い時間の中で研修をやろうとしていたというところがあると思いま

す。 

 そういう意味で、最初、野中委員の御説明にもありましたけれども、体系的な研修を示

されるということは非常にありがたいことで、それがまた全体の認定研修、それから市町

村の研修全てを含めた体系をまず示していただいて、その中のカリキュラムのモデルのよ

うなものが示されていくということは、都道府県だけでなくて、市町村において研修を考
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えていく上でも非常に大切なことかなと思っております。 

 ただ、来年度からの実施ということを考えますと、この委員会でそういうものが示され

た場合、特定の講師に集中していくというところもちょっと心配になるものですから、直

営でやるのか、委託かという問題もあろうかと思いますが、すぐに来年度から実施という

ことも考慮しながら検討されていく必要があろうかなと思っております。 

○松村座長 重要なことをありがとうございます。 

○柏女委員 今「主な論点について」の○の１つ目と２つ目あたりに議論が集中している

のですけれども、考えなければいけないのは、一番下の論点「認定研修の実施方法（直営、

委託等）について、どのように考えるか」ということ。今、堀内委員もおっしゃられたの

ですけれども、この直営、委託だけではなくて、つまり、これは実施方法ですけれども、

それ以外に、例えば費用負担の話をどうしたらいいのか、研修に出ている間の代替職員の

雇い上げ等についてはどう考えたらいいのかとか、すぐには難しいとしても、こうした研

修を行うことに伴うさまざまな課題についても論点としては取り上げておかなければなら

ないのだろうと思います。 

 それから、その上の「認定研修を担当する講師の質や人材の確保」のところでは、講師

の質の問題と同時に、そこで何をしゃべるのかというシラバスですね。例えば90分なら90

分、60分なら60分の講義形式でやるとした場合に、どのような話をそこでしていただくの

か。大学のシラバスほど詳しくなくても、一定程度、このような内容については含めてく

ださいといったものは大事かなと思いました。 

 それから、ここの論点にはないのですけれども、今、出ていた話を考えますと、尾木委

員がおっしゃった資格の登録管理のあり方をどうしたらいいのかということです。例えば、

児童指導員については任用資格ですので、登録管理はどこでもしていないわけです。大学

の中で卒業証明証を渡せば、それわかるということですし、そこで何かがあった、つまり

信用失墜行為が起こったり、守秘義務違反が起こったとしても、その任用資格が取り消さ

れることはないわけです。でも、保育士は、都道府県登録ですけれども、法定の国家資格

ということになりますので、これは信用失墜行為の禁止をすれば、知事から資格の取り消

しが行われるわけですし、それは取り消されればほかの県でも通用しない。 

 でも、放課後児童支援員の場合はどうするのか。今、為石課長のお話でも、何らかの登

録というか、県で受講証明書を出すということですけれども、それがどのような効力にな

るのか。他県でも通用するものとした場合に、例えば、その県で信用失墜行為が行われて

免職になり別の県に移ると、そのときに認定取り消しの規定がなければそのまま他県でも

仕事ができるという話になります。児童指導員と一緒です。そういったことをどう考えた

らいいのかということを少し整理しておかないといけないのかなと。つまり、他の資格と

の並びですね。家庭的保育は、個別の事業者ですので、それがあれば事業そのものを取り

消されるということなので余り参考にはならないと思うのですが、その他の任用資格でど

うなっているのか。例えば、障害児相談支援専門員などはどうなっているのか。そうした
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ところを少し検討しておくことが必要ではないかと思いました。 

 以上です。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 具体的なイメージがだんだん湧いてきたと思います。１点目の直営委託だけではなくて、

研修を行うことに伴う費用とか、代替要員とか、そこが実はネックになって研修に出せな

いというようなことがいっぱい起こっていると思うのです。ですから、そこをどうしてい

くかということも大事です。特にシラバスの点で、私も、老人介護やほかの分野での研修

などもしてきたのですけれども、同じような科目でも人によって全然違う話をするのです。

そうすると、堀内委員が言われたように、誰かこの人となったら集中してしまって人が足

りなくなる。やはり、誰がやってもある程度共通に伝えられるというシラバスの要点みた

いなものをかなり細かく、教科書とは言わないけれども、何か要りますね。どこを絶対に

しゃべらなければいけないというようなこと。 

 ２点目の資格管理の点も非常に重要だと思いますので、事務局でもぜひ御検討いただき

たいと思います。 

 ほかに。 

 依田委員はどうですか。 

○依田委員 認定研修の実施方法はやはり気になるところでして、直営か委託か。静岡県

さんが75時間もの時間をかけて講義の研修をされていらっしゃる資料を見て驚いているの

ですが、都道府県によっては直営でやり切ることもできないところもあるのだろうと考え

たときに、委託する際のルールといいますか、言葉を選ばず申し上げますと、丸投げのよ

うな形での委託などにならないような一定の方向性をお示しできるものがあるといいのか

なと思いました。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 非常に重要で、余り規制してもいけないだろうし、丸投げでやればいいというだけでは

だめだろうし、そこは非常に工夫の要るところだと思います。やはり実現可能性がなけれ

ばいけない。けれども、現実に流れてはいけない。「質の向上」ということがタイトルに

なっているということは、これから放課後児童クラブを発展させていく、水準を上げてい

くということが大前提です。しかし、理想の形だけでは現実回っていかないということに

なるので、なかなか難しいところだと思います。 

 では、時間が来ましたけれども、一言ずつでも何かありましたら、マイクを回していた

だいて、今日の感想でも、次回への注文でも結構です。 

 柏女先生、いかがですか。 

○柏女委員 この放課後児童支援員の研修ガイドラインについては、４回ということです

ので、そうそう詰めた議論はできないかなとは思いますけれども、今後の課題も含めて、

いわばこの資格についての論点だけは洗い出しておいたほうがいいかなと。研修カリキュ

ラムを決めることが一番大事だとは思っていますけれども、それ以外に付随するものは、
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いわば宿題として、この検討会として報告書の中にメモで残しておくことが大事かなと思

いました。 

 もう一つは、質の向上にはどうしても待遇の向上ということが絶対に欠かせないことで

もあります。ここではその議論はなかなかできないわけですけれども、この中で議論した

ことを実現できるための対応の問題についても、この委員会から子ども・子育て会議等に、

あるいは今後始められるであろう子育て支援員の共通研修とか、補助員の研修のところな

どにもかなり意見を出していってアピールしていくということが大事かなと思いました。 

 まさに先ほど座長がおっしゃったとおりで、厳しくし過ぎてもならないし、逆に、余り

に軽いものであってもならないとは思っておりますので、そこのバランスのとり方かなと

思っています。 

 私からは以上です。これから議論ができていければと思います。 

○尾木委員 委員の皆様の御意見をお聞きしながら、全体的な体系をつくるということが

まず大事なことかなと思いました。多分、それと同時並行で、どの段階でやるかというこ

とを検討していくことになると思うのですけれども、認定研修の中でやること、現任研修

としてやっていくことが多分重なっていて、それをどちらでやるかとか、そういう検討も

出てくるかと思います。多分、到達点というのはなくて、現任者の方もずっと学び続ける

わけですから、ここまで終わったら全部終わりではないと思うのですけれども、トータル

を視野に入れるということが大事なことだなと今日は思いました。ありがとうございまし

た。 

○池本委員 最後に２点だけ質問が残っているのです。 

 先ほど講義を聞くという研修のイメージだったのですけれども、最近、学習のやり方と

いうのは、ネットやパソコンに向かって画面で見るといった技術を生かしたやり方、特に

遠方から出てくるという負担のことなども考えますと、そんな方法も活用できないか。そ

の辺も想定できるのかなと。今回で解決するかどうかわからないのですけれども、そんな

技術もどんどん進歩していて、子どもの勉強方法も変わっているので、それを研修にも生

かせるかなと思いました。 

 あともう一つは、放課後児童クラブの職員になろうと小さいころから目指すような子ど

もたちは、保育士だったら大学に行ってというのがあると思うのですけれども、これはそ

れとは別なのか。資格は特に設けずに、指導員の研修だけで行くという理解でいいわけで

すか。放課後児童クラブ指導員になろうという人は、特にそれ用の大学のほうのカリキュ

ラムがあるわけではなくて、何かほかのものを取って卒業してから別途指導員の研修を受

けるのか。あるいは、大学の中でそういった研修を受けられるようにするとか、これから

目指す人たちにとってはどんな仕組みがあるかというイメージが描けていなかったので、

すみません。 

○松村座長 いろいろな議論があって、大学でもそういうカリキュラムをつくっていると

ころもあると思います。ただ、国としてはどうなのでしょうか。 
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○為石育成環境課長 新しい資格制度という観点でいくと、現在の段階は、今までなかっ

たものに一定の水準と、どういった資質を求めるかというところの段階になりますので、

今後、こういったものが成熟した段階で位置づけという問題がまた出てくることはあると

は思いますけれども、現状としては、今の認定研修の中でどの程度の水準を確保するかと

いうところになるのかなと思います。将来的な課題になってくるのではないかなとは思い

ます。 

○松村座長 ありがとうございます。 

○依田委員 全国の放課後児童支援員を対象とした悉皆研修を考えれば、当然、導入期は

かなりの混乱も予想されるということを前提に、運用上の工夫なども加えて検討する必要

があるのかなと思いました。また、私も研修現場に携わることがございますので、現場の

方々にも、こういうところで議論されている科目、シラバスなどについても意見を聞きな

がら検討していくことができればと思います。ただ、現任研修などで研修テーマをお聞き

しますと、今、直面する悩みについてテーマを設定する傾向があると思われますので、そ

こは行政の観点から、保護者の観点から、子どもの観点からという意見も、今、伺いまし

たので、さまざまな観点から研修の体系をお示しできるような検討になればいいなと思い

ました。期待しております。よろしくお願いいたします。 

○松村座長 ありがとうございます。 

○堀内委員 今後、30万人分の子どもが放課後児童クラブに入れるようにするという国の

方針も出ているということで、今、地方自治体では今後どうしていったらいいのかという

ことに注目が集まっている状況です。ですので、場所も用意しなければならないという意

味では、１つは学校との連携を考えているということ、それから、指導員をどうするかと

いうことを当然考えています。この検討会で検討される内容をすぐ来年度から実施という

こともありますし、みんなが期待して待っているところだということで、そういう意味で

も、私も不勉強ながら一生懸命考えを出しながらやっていきたいと思います。ありがとう

ございました。 

○野中委員 先ほど柏女委員が待遇の改善とセットでとおっしゃっていただいたことは、

質の向上に関する研究をしていくときに痛切に感じたところでして、指導員の方の記述を

見ますと、これを望むことができるのかと思うような実態というのがたくさんあります。

そういう点で、子どもと指導員が落ちついてかかわりを持てる、あるいは子ども同士が落

ちついた環境で過ごせるのは、省令はおおむね40人という数字を出しましたが、その大事

さだとか、指導員が継続的に働き続けながら、継続しないとスキルアップの継続性という

のは保てませんので、そういうことの大事さだとかを一緒に考える必要があると思います。

その意味では、今回の職員の認定研修の問題というのは、省令全体の中に位置づけて考え

るのが大事だなということを改めて思いましたので、そういう方向を考えたいと思うのが

一つあります。 

 もう一つは、先ほど池本委員がおっしゃいました指導員の資質と技能の双方を専門教育
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によって養成することの可能性については、この研究会の中でも検討させていただいたの

ですが、今のことと重なりまして、やっても、そこで働き続ける、それからスキルアップ

につながるという状態にいかない。課題としては外さないほうがいいと思うのですが、少

し時間をかけて、そちらにつながる方向にこの検討会が持っていけるような形、そういう

方向につながるようなことが必要かなということも感じておりました。 

 そういう点で一番大事なのは、順番をつけるのは変なことなのですが、子どもが必要な

期間通えるようになるために、そこの事業職員がアイデンティティを持って働く、そして、

そのことを地域なり当事者も支えるということが前提になっている、それがないと持続し

ないと思うのです。そこにつながるような資格認定なり研修の大事さを柏女委員は７点お

っしゃいました、とても大事なそのことをこの検討会を通して維持していきたいと思いま

した。 

○松村座長 ありがとうございます。 

 ちょうど時間になりましたので、第１回の会議はこれで終わりたいと思います。２回目

は７月の下旬に開催を予定していますので、ぜひまた積極的に御発言いただければと思い

ます。個々の現場ではたくさんの指導員の方がすごい努力をされて、いろいろな実績を残

しているし、子どもたちに光を与えていただいていると思います。それが30万人になって

も、本当にそれがいい質のほうにそろっていくような動きがつくっていければ、それは大

きな希望だなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局から最後に今後の予定についてお願いします。 

○竹中育成環境課長補佐 本日は御示唆に富んだ御意見、御議論ありがとうございました。

今、座長からもありましたとおり、資料２の検討スケジュールに沿って進めさせていただ

きたいと思っておりまして、御提出いただいております御予定のほうを確認させていただ

いて、少なくとも第４回のスケジュールまでは早急に日程調整させていただきたいと思い

ます。これにつきましては、早急にこちらのほうで案を送らせていただいて調整させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 日程調整の件は以上でございます。 

○松村座長 よろしいですか。 

 では、これで終わりたいと思います。本当にありがとうございました。また次回以降、

よろしくお願いいたします。 


